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教育行政制度における国、都道府県、市町村の役割分担

2007.1.23 研究会議事務局

項 目 国 都道府県 市町村

１ 教育全般の制度設計 ○ － －

２ 教育に関する一般方針の決定（委員会権限） － 教委 教委

３ 教育委員の任命（議会の同意を得て） － 知事 首長

４ 学校教育に関する事務

○ 制度の枠組み、基準の設定、教育条件整備のための支援 ○ － －

・学校教育法、地教行法の制定

・学校設置基準、学習指導要領、教科書検定、教員免許基準

学級編制と教職員定数の標準の設定

・公立小中学校国庫負担

○ 教育に関する「指導・助言・援助」 ○ － －

○ 市町村立学校（小学校、中学校、幼稚園等）の設置・管理 － － 教委

○ 市町村立学校教育事業(組織編成､教育課程､教科書採択、入退学、教職員研修 等)

○ 市町村立小中学校等の教職員の任命 － 教委 －

○ 県費負担教職員の人事・研修、幼稚園教諭の研修

○ 市町村立高等学校、幼稚園などの設置廃止の認可

○ 教科書採択地区の設定（教科書選定は市町村教委）

○ 市町村における教育条件整備のための支援

・市町村立小中学校等の教職員の給与費負担

○ 市町村の教育に関する「指導・助言・援助」

○ 県立学校（高校、特殊教育諸学校、高専）の設置・管理 － 教委 －

○ 県立学校教育事業(組織編成､教育課程､教科書採択、入退学、教職員研修 等)

○ 教員免許状の授与 － 教委 －

○ 大学の設置・管理 ○ 知事 首長

○ 私立学校の所管 ○ 知事 －

・私立小・中・高等学校、私立幼稚園の設置廃止の認可

資料１の附属資料
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項 目 国 都道府県 市町村

５ 生涯学習・社会教育に関する事務

○ 法令・制度の整備、放送大学 ○ － －

○ 中核的な社会教育施設の設置・運営 ○ － －

○ 公民館の設置・管理、事業の実施 － － 教委

○ 図書館、博物館などの設置・管理、事業の実施（国所管以外） － 教委 教委

○ 博物館の登録・審査 － 教委 －

６ 文化に関する事務

○ 法令・制度の整備 ○ － －

○ 重要文化財、重要無形文化財、重要民俗文化財等の指定等 ○ － －

○ 文化財の保存・活用 ○ 教委 教委

○ 文化施設の設置・管理、事業の実施 ○ 教委 教委

７ スポーツに関する事務

○ 法令・制度の整備 ○ － －

○ スポーツ施設の設置、管理、事業の実施 ○ 教委 教委

８ 教育に関する法人に関する事務（大学法人、私立学校法人を除く） ○ 教委 －

９ 財務に関する事務（福島県では教育長に委任）

○ 教育財産の取得・処分に関する事務 － 知事 首長

○ 契約を締結する事務 － 知事 首長

10 予算の調製・執行に関する事務（福島県では執行権を教育長に委任） － 知事 首長

11 教育委員会の組織・職員定数・職員身分に関する調整 － 教委※ 教委※

12 教育委員会事務の統括・職員の指揮監督 － 教委 教委

※ 「１１」は首長の総合調整権限が及ぶ


